
令和６年２月１９日  

 

福岡県知事 

服 部 誠太郎 様 

 

 

福岡県老人福祉施設協議会         

会 長  永 原 澄 弘        

 

 

    養護老人ホームならびに軽費老人ホームに勤務する職員のさらなる処遇改善 

    および老人保護措置費に係る支弁額・利用料等の引上げについて（要望） 

 

 

 平素より、養護老人ホームならびに軽費老人ホームの運営に格別のご配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 福岡県におきましても、65 歳以上の高齢者の数が増加しているところであり、経済的或いは身体的生活環

境を理由として、福祉的保護を必要とする方の数も増加してきております。このような中で私ども養護老人ホー

ムならびに軽費老人ホームと致しましても入所者の方の自立を目指して日々努力を重ねておりますが、近年

の新型コロナウイルス感染症や物価高騰、賃上げによる他業種への人材流出等の影響により大変厳しい事業

運営を強いられております。令和４年度において養護老人ホームは 57.9％が赤字経営であるうえ、その収支

差率も 2 年連続でマイナスとなっております。また軽費老人ホームも同様に A 型が 62.7％、ケアハウスで

53.9％の赤字施設が占めており、収支差率は A 型がマイナス 5.5％、ケアハウスでマイナス 3.2％といずれも 

過去最低であり、事業そのものの継続が危ぶまれる状況となっております。 

 このような中、厚生労働省から関係自治体に対して令和 6 年 1 月 11 日付老高発 0111 第 1 号「老人保護

措置費に係る支弁額等の改定及び養護老人ホーム等の適切な運営について」が発出され、養護老人ホーム

ならびに軽費老人ホームに対する介護職員処遇改善支援事業等や令和 6 年度介護報酬改定を踏まえた対

応等が依頼されました。また、それらに必要となる経費は令和 6 年度の地方交付税で措置されることとなって 

おります。 

 つきましては、養護老人ホームならびに軽費老人ホームが地域の高齢者福祉の基盤を維持し、また、地域

共生社会の実現に向けて寄与することが可能となるべく以下のことを要望いたします。 

 

 

記 

 

【養護老人ホーム】 

○ 介護職員処遇改善支援事業等（月額平均 6,000 円相当）と同様の処遇改善の実現 

○ 令和６年度介護報酬改定を踏まえた老人保護措置費に係る支弁額等の引上げ 

○ 基準費用額（居住費）1 日あたり 60 円引上げに伴う一般生活費の引上げ 

○ 養護老人ホームへの入所を必要とする者の把握と措置制度の適切な運用 

【軽費老人ホーム】 

○ 令和６年度介護報酬改定を踏まえた軽費老人ホームの利用料等の引上げ 

○ 基準費用額（居住費）1日あたり 60 円引上げに伴う生活費の引上げ 

 

以上 

 

㊢ 



令和６年２月１９日  

 

自由民主党福岡県支部連合会 

会 長 原 口 剣 生 様 

 

 

福岡県老人福祉施設協議会         

会 長  永 原 澄 弘        

 

 

    養護老人ホームならびに軽費老人ホームに勤務する職員のさらなる処遇改善 

    および老人保護措置費に係る支弁額・利用料等の引上げについて（要望） 

 

 

 平素より、養護老人ホームならびに軽費老人ホームの運営に格別のご配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 福岡県におきましても、65 歳以上の高齢者の数が増加しているところであり、経済的或いは身体的生活環

境を理由として、福祉的保護を必要とする方の数も増加してきております。このような中で私ども養護老人ホー

ムならびに軽費老人ホームと致しましても入所者の方の自立を目指して日々努力を重ねておりますが、近年

の新型コロナウイルス感染症や物価高騰、賃上げによる他業種への人材流出等の影響により大変厳しい事業

運営を強いられております。令和４年度において養護老人ホームは 57.9％が赤字経営であるうえ、その収支

差率も 2 年連続でマイナスとなっております。また軽費老人ホームも同様に A 型が 62.7％、ケアハウスで

53.9％の赤字施設が占めており、収支差率は A 型がマイナス 5.5％、ケアハウスでマイナス 3.2％といずれも 

過去最低であり、事業そのものの継続が危ぶまれる状況となっております。 

 このような中、厚生労働省から関係自治体に対して令和 6 年 1 月 11 日付老高発 0111 第 1 号「老人保護

措置費に係る支弁額等の改定及び養護老人ホーム等の適切な運営について」が発出され、養護老人ホーム

ならびに軽費老人ホームに対する介護職員処遇改善支援事業等や令和 6 年度介護報酬改定を踏まえた対

応等が依頼されました。また、それらに必要となる経費は令和 6 年度の地方交付税で措置されることとなって 

おります。 

 つきましては、養護老人ホームならびに軽費老人ホームが地域の高齢者福祉の基盤を維持し、また、地域 

共生社会の実現に向けて寄与することが可能となるべく以下のことを要望いたします。 

 

 

記 

 

【養護老人ホーム】 

○ 介護職員処遇改善支援事業等（月額平均 6,000 円相当）と同様の処遇改善の実現 

○ 令和６年度介護報酬改定を踏まえた老人保護措置費に係る支弁額等の引上げ 

○ 基準費用額（居住費）1 日あたり 60 円引上げに伴う一般生活費の引上げ 

○ 養護老人ホームへの入所を必要とする者の把握と措置制度の適切な運用 

【軽費老人ホーム】 

○ 令和６年度介護報酬改定を踏まえた軽費老人ホームの利用料等の引上げ 

○ 基準費用額（居住費）1日あたり 60 円引上げに伴う生活費の引上げ 

 

以上 

㊢ 


